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平成２５年金融商品取引法等改正（１年半以内施行）に伴う

有価証券上場規程等の一部改正について

２０１４年１１月２６日

株式会社東京証券取引所

Ⅰ．趣旨

当取引所は有価証券上場規程等の一部改正を行い、２０１４年１２月１日から施行しま

す（詳細については規則改正新旧対照表をご覧ください。）。

今回の改正は、「金融商品取引法等の一部を改正する法律」（平成２５年法律第４５号）

が本年１２月に施行されることに伴い、有価証券上場規程等の一部を改正するものです。

Ⅱ．改正概要

１．投資法人が発行する不動産投資信託証券（以下「ＲＥＩＴ」

といいます。）に係る制度整備

（備 考）

（１）自己投資口の取得制度の創設に伴う制度整備

・ＲＥＩＴをＴｏＳＴＮｅＴ市場における自己株式立会外買付取

引の対象とします。

・ＴｏＳＴＮｅＴ市場に

関する業務規程及び

受託契約準則の特例

第４条第４項

（２）新投資口予約権の割当制度の創設に伴う制度整備

・新投資口予約権無償割当てにより発行される新投資口予約権証

券を上場対象とします。

・新株予約権証券に準じた上場基準を規定することとします。

・有価証券上場規程第１

２１１条

（３）国外の不動産を取得することを目的とする法人が発行する

株式の取扱いについて

・投資法人が、専ら国外の不動産の取得、譲渡、貸借、管理の委

託を行うことを目的とする法人の発行する株式の過半数を保

有する場合、有価証券上場規程における「不動産等」又は「不

動産関連資産」とし取扱うこととします。

・有価証券上場規程第１

２０１条第１１号ｇ

及び第１２号ｈ

（４）適時開示

・①投資法人が損失の全部又は一部を出資総額等から控除するこ

と又はしないことを決定した場合及び②投資口発行の差止請

・有価証券上場規程第１

２１３条第２項第１
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求が行われた場合には、直ちにその内容を開示するものとしま

す。

号ａ（ｍ）等

２．内国ＥＴＦに係る制度整備

・当取引所に上場する二以上の内国ＥＴＦが併合を行うことによ

り上場廃止となる場合で、併合後に新たに上場する内国ＥＴＦ

に係る新規上場申請が遅滞なく行われる場合のテクニカル上

場に係る規定を整備します。

・有価証券上場規程第１

１０６条

３．その他

・その他所要の改正を行います。

Ⅲ．施行日

２０１４年１２月１日から施行します。

以 上


